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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第61期

第２四半期
連結累計期間

第62期
第２四半期
連結累計期間

第61期

会計期間
自 2020年３月１日
至 2020年８月31日

自 2021年３月１日
至 2021年８月31日

自 2020年３月１日
至 2021年２月28日

売上高 （百万円） 68,169 71,032 140,509

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △867 3,808 2,037

親会社株主に帰属する四半期純
利益又は親会社株主に帰属する
四半期（当期）純損失（△）

（百万円） △1,696 2,125 △2,545

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △1,673 2,297 △2,495

純資産額 （百万円） 52,641 53,037 51,867

総資産額 （百万円） 81,972 82,302 80,389

１株当たり四半期純利益又
は１株当たり四半期（当期）
純損失（△）

（円） △44.24 55.41 △66.39

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

（円） － 55.20 －

自己資本比率 （％） 63.26 63.31 63.44

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △724 4,955 4,726

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △1,586 △783 △2,729

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △745 △1,265 △1,317

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（百万円） 6,771 13,356 10,491

 

回次
第61期

第２四半期
連結会計期間

第62期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2020年６月１日
至 2020年８月31日

自 2021年６月１日
至 2021年８月31日

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失（△）

（円） △19.98 29.27

（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 第61期第２四半期連結累計期間及び第61期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、

潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

 当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容に重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

 当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投

資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

 

（新型コロナウイルス感染症に関するリスク情報）

 新型コロナウイルス感染症の全世界における感染拡大の影響により、世界各国で入出国禁止等の渡航制限や外出規制

などの措置が行われるだけでなく、国内におきましても緊急事態宣言が発令され、当フードサービス産業に重要な影響

を与えております。また、国内ワクチン接種が進み改善の兆しが見受けられますが、影響がさらに拡大、長期化した場

合には、店頭売上高が減少することに加え、原材不足や仕入価格高騰等が発生し、当社グループの経営成績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。

 当該リスクへの対応策として、当社グループは、食のインフラ企業として顧客満足を実現するため、保健行政の指針

に従った感染防止策の徹底や、各自治体の自粛要請に沿った営業時間の変更等を実施するなど、顧客、取引先及び従業

員の安全を考慮した店舗運営を実施しております。また、提出日現在、当社グループ工場の安定稼働や原材料の十分な

量の確保、デリバリーサービスの推進、やよい軒事業やＭＫレストラン事業のテイクアウトの推進等、事業に及ぼす影

響の低減を図っております。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、国内にお

ける消費活動は依然として厳しい状況にあるだけでなく、感染が再拡大するなど先行きも不透明な状況にあります。

　当フードサービス産業におきましては、2021年１月に発出された緊急事態宣言の解除以降、消費活動は回復の兆し

が見られていたものの、４月以降には再度緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出され、外出自粛要請や営業時

間短縮要請を受けるなど引き続き厳しい事業環境が続いております。また、中食産業におきましては、消費者のライ

フスタイルの変化に加え、新型コロナウイルス感染症の影響によるテイクアウトやデリバリー需要の増加によって堅

調に推移する一方、外食企業や飲食店のテイクアウト参入など業態の垣根を越えた競争が激化しております。

　このような状況の中、当社グループにおきましては、お客様の満足度向上に努めるべく、既存ブランドの成長によ

る更なる事業基盤の強化と、お客様や従業員の安全を考慮した店舗運営に注力しました。既存ブランドの成長につき

ましては、当社グループ工場で製造した商材を活用したキャンペーン展開や業態別にターゲットを明確にした販売戦

略、スマホアプリ等を活用したデジタルマーケティングやデリバリーサービス導入店舗の拡大等によって店頭売上の

拡大に取り組むとともに、引き続きＦＣ化の推進に注力しました。

　また、ほっともっとでは引き続きネット注文やデリバリーサービス、キャッシュレス決済の強化など非接触型への

オペレーションの改善を進めました。やよい軒ではテイクアウト需要や朝食需要の拡大により、お客様の幅広いニー

ズへの対応を図りました。

　国内の当第２四半期連結累計期間の既存店売上高につきましては、ほっともっとは5.5％増と好調に推移しまし

た。しかしながら、やよい軒やMKレストランは一部地域での外出自粛要請や営業時間短縮要請の影響を受けたこと

で、やよい軒は2.6％増、MKレストランは21.6％減と引き続き厳しい事業環境が続きました。

 

[国内における既存店売上高の前年同期比]

 

第１四半期

連結会計期間

（３～５月）

当第２四半期

連結会計期間

（６～８月）

当第２四半期

連結累計期間

（３～８月）

ほっともっと 106.6％ 104.5％ 105.5％

やよい軒 113.7％ 93.1％ 102.6％

ＭＫレストラン 100.1％ 67.9％ 78.4％
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　また、海外につきましては、一部の国や地域によっては政府の要請によりテイクアウトやデリバリーのみの営業

や、時間短縮や座席数限定の営業といった制約を受けるなど、厳しい事業環境が続きました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は710億32百万円（前年同期比4.2％増）、営業利益は21億44百万

円（前年同期は、営業損失12億24百万円）、経常利益は38億８百万円（前年同期は、経常損失８億67百万円）、親会

社株主に帰属する四半期純利益は21億25百万円（前期同期は、親会社株主に帰属する四半期純損失16億96百万円）と

なりました。

　売上高につきましては、ほっともっと直営店の加盟店への移管による売上高の減少があったものの、ほっともっと

ややよい軒の既存店売上高が前年同期実績を上回ったことにより前年同期実績を上回りました。利益面につきまして

は、ほっともっとややよい軒の既存店売上高の増加や内製化の推進等による粗利改善により前年同期実績を上回りま

した。なお、経常利益につきましては、各自治体からの営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金11億２百万円、雇用

調整助成金２億39百万円を助成金収入として営業外収益に計上したことが主な要因であります。

 

［国内における店舗展開の状況］

 
前連結会計

年度末
新規出店 退店

当第２四半期

連結会計期間末
改装・移転

ほっともっと 2,493店 3店 6店 2,490店 4店

やよい軒 372店 1店 － 373店 －

ＭＫレストラン 26店 － 1店 25店 －

合計 2,891店 4店 7店 2,888店 4店

 

［海外における店舗展開の状況］

 展開エリア
前連結会計

年度末
新規出店 退店

当第２四半期

連結会計期間末

ほっともっと

中国 2店 － 1店 1店

韓国 11店 1店 3店 9店

シンガポール 1店 － 1店 －

やよい軒

タイ 194店 － 8店 186店

シンガポール 9店 1店 － 10店

オーストラリア 6店 － － 6店

台湾 21店 1店 1店 21店

アメリカ 4店 － 1店 3店

フィリピン 6店 1店 － 7店

マレーシア 4店 － － 4店

合計 ― 258店 4店 15店 247店

 

　セグメントの経営成績は次のとおりであります。

 

①ほっともっと事業

　持ち帰り弁当のトップブランドとして、安心・安全な品質管理体制のもと、おいしいごはんにこだわり、厳選した

高品質の国産米を使用し、店内調理によるできたてのお弁当を提供することを基本に、当社グループ工場の活用を推

進するなど、付加価値の高い商品の提供によってお客様満足度の向上を目指しました。

　また、若年層、ファミリー層をターゲットとした商品の販売による新しい顧客層の獲得施策やお客様参加型の販促

キャンペーン展開による継続的な来店の促進に加え、引き続きネット注文やデリバリーサービス、キャッシュレス決

済の強化など非接触型へのオペレーションの改善を進めました。

　さらに、フランチャイズ展開につきましては、「ユニットＦＣ制度」を利用して、引き続き新規オーナーの獲得及

び既存オーナーの多店舗化に積極的に取り組みました。

　以上の結果、売上高は532億61百万円（前年同期比2.9％増）、営業利益は37億67百万円（前年同期比165.1％増）

となりました。売上高につきましては、直営店の加盟店への移管による売上高の減少があったものの、既存店売上高

が増加（前年同期比5.5％増）したことにより前年同期実績を上回りました。利益面につきましては、既存店売上高

の増加や粗利改善により前年同期実績を上回りました。
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②やよい軒事業

　素材や手作り感にこだわった定食メニューをお手頃な価格で提供することを基本に、従来のヘビーユーザー向け商

品施策に加え、朝食メニューの充実や販売実施店舗の拡大による朝食需要の拡大や、お客様がご自宅等でも店舗と同

じように定食をお召し上がりいただけるよう、ごはん・汁物・おかずを別々の容器で提供する『おうち定食』の販売

と継続的なキャンペーンの実施によるテイクアウト需要の拡大により、引き続きお客様の幅広いニーズへの対応を図

りました。

　以上の結果、売上高は120億72百万円（前年同期比7.3％増）、営業損失は12億91百万円（前年同期は、営業損失19

億43百万円）となりました。売上高につきましては、既存店売上高の増加（前年同期比2.6％増）によって前年同期

実績を上回りました。利益面につきましては、既存店売上高の増加や粗利改善により前年同期実績から赤字幅が縮小

しました。

 

③ＭＫレストラン事業

　豊富な具材と個性豊かなスープが選べるしゃぶしゃぶに、暑い夏でもさっぱりと食べられる『トマト鍋スープ』や

期間限定の飲茶、特選具材を取り揃えるなど商品力を強化しました。また、ファミリー層をターゲットとした販促施

策の定期的な実施により、お客様の来店の促進に努めました。さらに、テイクアウトメニューやデリバリーサービス

の拡大により、お客様の幅広いニーズへの対応を図りました。

　以上の結果、売上高は８億96百万円（前年同期比11.2％減）、営業損失は１億91百万円（前年同期は、営業損失２

億64百万円）となりました。売上高につきましては、既存店売上高の減少（前年同期比21.6％減）で前年同期実績を

下回りました。利益面につきましては、前述の影響があったものの、前年に実施した不採算店舗の退店により前年同

期実績から赤字幅が縮小しました。

 

④海外事業

　海外事業につきましては、マーケットに応じた売上向上施策や食材の現地化による店舗原価低減等により既存店の

収益力を強化し、事業の黒字化を目指しました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受

け、一部の国や地域によっては政府の要請によりテイクアウトやデリバリーのみの営業や、時間短縮や座席数限定の

営業といった制約を受けるなど、厳しい事業環境が続きました。

　以上の結果、売上高は14億72百万円（前年同期比14.4％増）、営業損失は３億50百万円（前年同期は、営業損失４

億89百万円）となりました。

 

⑤その他

　㈱エムエスエフは、調味料・加工食品のＯＥＭ（相手先ブランド名製造）を主な事業としており、既存取引先への

新商品提案を積極的に行うとともに、新規取引先獲得のための営業活動を実施しました。また、当社グループ店舗で

使用する調味料等の開発も行っており、商品数の拡大にも注力しました。

　以上の結果、売上高は33億28百万円（前年同期比15.8％増）となりました。利益面につきましては、のれんの償却

があったものの、生産量が増加したことによって営業利益は２億39百万円（前年同期比200.0％増）となりました。

 

（２）財政状態の状況

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ19億12百万円増加し、823億２百万円と

なりました。内訳は、流動資産39億42百万円の増加、固定資産20億29百万円の減少であります。流動資産の増加は、

現金及び預金28億79百万円の増加、商品及び製品８億41百万円の増加などによるものです。また、固定資産の減少

は、有形固定資産16億54百万円の減少などによるものです。

　負債は、前連結会計年度末に比べ７億42百万円増加し、292億64百万円となりました。内訳は、流動負債10億３百

万円の増加、固定負債２億60百万円の減少であります。流動負債の増加は、支払手形及び買掛金９億64百万円の増加

などによるものです。固定負債の減少は、固定負債のその他に含まれるリース債務１億９百万円の減少などによるも

のです。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ11億70百万円増加し、530億37百万円となりました。主な内訳は、利益剰余金

９億75百万円の増加、自己株式55百万円の減少によるものです。利益剰余金の増加は、親会社株主に帰属する四半期

純利益21億25百万円の計上、配当支払による11億50百万円の減少などによるものです。
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（３）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

28億64百万円増加し、133億56百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、49億55百万円（前第２四半期連結累計期間に使用した資金は７億24百万円）とな

りました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益37億６百万円、減価償却費26億１百万円、仕入債務の増加額９億

58百万円、たな卸資産の増加額９億28百万円、法人税等の支払額８億35百万円であります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、７億83百万円（前第２四半期連結累計期間に使用した資金は15億86百万円）とな

りました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出９億３百万円、貸付金及び差入保証金の回収による

収入２億１百万円であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、12億65百万円（前第２四半期連結累計期間に使用した資金は７億45百万円）とな

りました。主な内訳は、配当金の支払額11億49百万円であります。

 

（４）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

 前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

（５）経営方針・経営戦略等

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあり

ません。

 

（６）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、重要

な変更はありません。

 

（７）研究開発活動

　特記すべき事項はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

　経営上の重要な契約等につきましては、「第４ 経理の状況」の「１．四半期連結財務諸表　注記事項（企業結合等

関係）」をご参照ください。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 92,568,000

計 92,568,000

 

②【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末現在

発行数（株）
（2021年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（2021年10月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 44,392,680 44,392,680
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数
100株

計 44,392,680 44,392,680 － －

　（注）　「提出日現在発行数」欄には、2021年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 2021年６月９日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役　３

新株予約権の数（個）※ 122（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　12,200（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 1

新株予約権の行使期間 ※ 2021年７月13日～2061年７月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格     1,988（注）２

資本組入額   （注）３

新株予約権の行使の条件 ※

 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日

の翌日から10日間以内（10日目が当社の休業日に当た

る場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使する

ことができる。

 その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結

する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議

による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）４

※ 新株予約権の発行時（2021年７月12日）における内容を記載しております。
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（注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株とする。

 ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式

により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使され

ていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切

り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

２ 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評

価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。

３ ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場

合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４ 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収

合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につ

き吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交

換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の

直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、

それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象

会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約

又は株式移転計画において定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記

③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

する。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再

編対象会社の株式１株当たり１円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

⑧ 新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得条項

当社は、以下の（ⅰ）、（ⅱ）、（ⅲ）、（ⅳ）又は（ⅴ）の議案につき当社株主総会で承認された場

合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める

日に、新株予約権を無償で取得することができる。

（ⅰ） 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

（ⅱ） 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

（ⅲ） 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

（ⅳ） 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す

ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案

（ⅴ） 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当

社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を

取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2021年６月１日～
2021年８月31日

－ 44,392,680 － 3,461 － 3,881

 

（５）【大株主の状況】

  2021年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合

（％）

合同会社塩井興産 長崎県佐世保市木風町1473－19 15,847 41.29

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11－３ 1,590 4.14

株式会社日本カストディ銀行（信託

口）
東京都中央区晴海１丁目８－12 1,197 3.12

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神２丁目13－１ 1,151 3.00

株式会社日本カストディ銀行（りそ

な銀行再信託分・株式会社西日本シ

ティ銀行退職給付信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－12 1,080 2.81

プレナス共栄会 福岡市博多区上牟田１丁目19－21 580 1.51

ＪＰモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７－３ 545 1.42

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券

株式会社
東京都千代田区大手町１丁目９－７ 479 1.25

株式会社日本カストディ銀行（信託

口５）
東京都中央区晴海１丁目８－12 352 0.92

株式会社日本カストディ銀行（信託

口６）
東京都中央区晴海１丁目８－12 314 0.82

計 ─ 23,138 60.29

（注）１ 上記の他、当社所有の自己株式6,012千株があります。

２ 株式会社日本カストディ銀行（りそな銀行再信託分・株式会社西日本シティ銀行退職給付信託口）の所有株

式数は、株式会社西日本シティ銀行が退職給付信託としてりそな銀行株式会社に拠出し、りそな銀行株式会

社が株式会社日本カストディ銀行に再信託している株式数であります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－
権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式普通株式 6,012,800

完全議決権株式（その他） 普通株式 38,345,100 383,451 同上

単元未満株式（注） 普通株式 34,780 － 同上

発行済株式総数  44,392,680 － －

総株主の議決権  － 383,451 －

（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式74株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）
株式会社プレナス

福岡市博多区上牟田
１丁目19番21号

6,012,800 － 6,012,800 13.54

計 － 6,012,800 － 6,012,800 13.54
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２ 【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

 なお、当社は執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における

取締役を兼任しない執行役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

専務執行役員

ＳＣＭグループ管掌

（専務執行役員待遇）

ＳＣＭグループ管掌
若狹　二郎 2021年６月１日

上席執行役員

ＤＸ本部長

（上席執行役員待遇）

ＤＸ本部長
高橋　秀治 2021年６月１日

上席執行役員

株式会社プレナスフーズ

代表取締役社長

株式会社プレナスフーズ

代表取締役社長
丸山　雅章 2021年６月１日

上席執行役員

経理本部長
顧問 佐々木　泰蔵 2021年６月１日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2021年６月１日から2021年

８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年３月１日から2021年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,519 13,398

受取手形及び売掛金 3,013 3,200

商品及び製品 5,391 6,232

原材料及び貯蔵品 220 312

その他 2,968 2,895

貸倒引当金 △509 △494

流動資産合計 21,603 25,545

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 27,096 26,110

その他（純額） 13,368 12,699

有形固定資産合計 40,464 38,809

無形固定資産   

のれん 714 620

その他 1,214 1,086

無形固定資産合計 1,928 1,707

投資その他の資産   

繰延税金資産 3,704 3,636

その他 12,731 12,637

貸倒引当金 △43 △34

投資その他の資産合計 16,392 16,239

固定資産合計 58,785 56,756

資産合計 80,389 82,302

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,402 6,366

短期借入金 758 818

未払法人税等 959 1,557

賞与引当金 340 496

ポイント引当金 287 255

株主優待引当金 161 69

資産除去債務 6 5

その他 8,595 7,945

流動負債合計 16,511 17,514

固定負債   

長期借入金 1,075 1,037

資産除去債務 7,124 7,147

退職給付に係る負債 110 118

その他 3,701 3,446

固定負債合計 12,011 11,750

負債合計 28,522 29,264
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,461 3,461

資本剰余金 4,714 4,702

利益剰余金 54,608 55,583

自己株式 △11,776 △11,720

株主資本合計 51,008 52,027

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △11 △9

為替換算調整勘定 4 87

その他の包括利益累計額合計 △6 77

新株予約権 223 203

非支配株主持分 641 729

純資産合計 51,867 53,037

負債純資産合計 80,389 82,302

 

EDINET提出書類

株式会社プレナス(E03200)

四半期報告書

14/26



（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  (単位：百万円)

 
 前第２四半期連結累計期間

(自 2020年３月１日
 至 2020年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
 至 2021年８月31日)

売上高 68,169 71,032

売上原価 33,670 34,055

売上総利益 34,499 36,976

販売費及び一般管理費 ※ 35,723 ※ 34,832

営業利益又は営業損失（△） △1,224 2,144

営業外収益   

受取利息 12 10

受取配当金 1 1

固定資産賃貸料 68 67

受取補償金 55 －

受取保険金 113 47

持分法による投資利益 4 40

助成金収入 － 1,341

その他 190 212

営業外収益合計 445 1,721

営業外費用   

支払利息 20 30

固定資産賃貸費用 2 2

その他 64 24

営業外費用合計 88 57

経常利益又は経常損失（△） △867 3,808

特別利益   

固定資産売却益 4 4

特別利益合計 4 4

特別損失   

固定資産処分損 84 32

減損損失 842 71

その他 1 2

特別損失合計 928 106

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△1,791 3,706

法人税等 △133 1,492

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,657 2,214

非支配株主に帰属する四半期純利益 39 88

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△1,696 2,125
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  (単位：百万円)

 
 前第２四半期連結累計期間

(自 2020年３月１日
 至 2020年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
 至 2021年８月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,657 2,214

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3 1

為替換算調整勘定 △8 13

持分法適用会社に対する持分相当額 △11 68

その他の包括利益合計 △16 83

四半期包括利益 △1,673 2,297

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,712 2,209

非支配株主に係る四半期包括利益 38 88
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
 前第２四半期連結累計期間

(自 2020年３月１日
 至 2020年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
 至 2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半

期純損失（△）
△1,791 3,706

減価償却費 2,952 2,601

減損損失 842 71

のれん償却額 93 93

有形及び無形固定資産処分損益（△は益） 84 32

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） 11 156

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 9 10

ポイント引当金の増減額（△は減少） 35 △32

株主優待引当金の増減額（△は減少） △38 △92

受取利息及び受取配当金 △13 △11

為替差損益（△は益） △43 88

持分法による投資損益（△は益） △4 △40

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △4 △4

売上債権の増減額（△は増加） △1 △179

たな卸資産の増減額（△は増加） △881 △928

仕入債務の増減額（△は減少） 441 958

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,407 28

未払金の増減額（△は減少） △638 △598

その他 △125 △25

小計 △480 5,810

利息及び配当金の受取額 13 11

利息の支払額 △20 △30

法人税等の支払額 △237 △835

営業活動によるキャッシュ・フロー △724 4,955

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,843 △840

有形固定資産の除却による支出 △188 △29

有形固定資産の売却による収入 16 4

無形固定資産の取得による支出 △122 △62

貸付けによる支出 △36 △7

貸付金の回収による収入 106 99

差入保証金の差入による支出 △75 △26

差入保証金の回収による収入 272 101

その他 283 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,586 △783

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 570 107

短期借入金の返済による支出 △168 △120

長期借入れによる収入 54 －

長期借入金の返済による支出 △12 △13

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,146 △1,149

その他 △41 △87

財務活動によるキャッシュ・フロー △745 △1,265
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  (単位：百万円)

 
 前第２四半期連結累計期間

(自 2020年３月１日
 至 2020年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
 至 2021年８月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 △42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,048 2,864

現金及び現金同等物の期首残高 9,820 10,491

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 6,771 ※ 13,356
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

当第２四半期連結累計期間
（自 2021年３月１日 至 2021年８月31日）

税金費用の計算

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を

採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果とな

る場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

 

（追加情報）

当第２四半期連結累計期間
（自 2021年３月１日 至 2021年８月31日）

 前連結会計年度の有価証券報告書（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等に関す

る会計上の見積りに用いた仮定について、重要な変更はありません。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

 
前連結会計年度

（2021年２月28日）
当第２四半期連結会計期間

（2021年８月31日）

加盟店等
（当社指定業者からの仕入等の債務保証）

221百万円 199百万円

 

２　当社においては、資金調達の機動性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約に

基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2021年２月28日）
当第２四半期連結会計期間

（2021年８月31日）

当座貸越極度額 9,299百万円 9,338百万円

借入実行残高 591百万円 548百万円

差引額 8,708百万円 8,789百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費の主なもの

 
前第２四半期連結累計期間
（自 2020年３月１日

   至 2020年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2021年３月１日

   至 2021年８月31日）

給料手当及び賞与 12,653百万円 12,354百万円

賞与引当金繰入額 345百万円 483百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 2020年３月１日
至 2020年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2021年３月１日
至 2021年８月31日）

現金及び預金 6,784百万円 13,398百万円

預入期間３ヵ月超の定期預金 △12百万円 △42百万円

現金及び現金同等物 6,771百万円 13,356百万円

 

（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自 2020年３月１日 至 2020年８月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年４月10日
取締役会

普通株式 1,149 30.00 2020年２月29日 2020年５月11日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

 該当事項はありません。

 

当第２四半期連結累計期間（自 2021年３月１日 至 2021年８月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年４月14日
取締役会

普通株式 1,150 30.00 2021年２月28日 2021年５月11日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年10月12日
取締役会

普通株式 1,151 30.00 2021年８月31日 2021年11月８日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2020年３月１日 至 2020年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期
連結損益
計算書
計上額
（注）３

 
ほっと
もっと
事業

やよい軒
事業

ＭＫ
レストラ
ン事業

海外事業 計

売上高         

(1）外部顧客に対する売上高
(その他営業収入を含む)

51,752 11,246 1,009 1,287 65,296 2,873 － 68,169

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － － － － 1,058 △1,058 －

計 51,752 11,246 1,009 1,287 65,296 3,932 △1,058 68,169

セグメント利益又は損失（△） 1,421 △1,943 △264 △489 △1,276 79 △27 △1,224

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社１社分であります。

２ セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「やよい軒事業」、「ＭＫレストラン事業」及び「海外事業」の各セグメントにおいて、当第２四半期連結会

計期間中に退店が決定した等の理由により、回収が見込めなくなった店舗及び損益が継続してマイナスとなる店

舗について減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間において

はそれぞれ575百万円、45百万円及び222百万円であります。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2021年３月１日 至 2021年８月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期
連結損益
計算書
計上額
（注）３

 
ほっと
もっと
事業

やよい軒
事業

ＭＫ
レストラ
ン事業

海外事業 計

売上高         

(1）外部顧客に対する売上高
(その他営業収入を含む)

53,261 12,072 896 1,472 67,703 3,328 － 71,032

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － － － － 1,370 △1,370 －

計 53,261 12,072 896 1,472 67,703 4,699 △1,370 71,032

セグメント利益又は損失（△） 3,767 △1,291 △191 △350 1,933 239 △28 2,144

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社１社分であります。

２ セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（企業結合等関係）

共通支配下の取引等

子会社出資金の追加取得

１．取引の概要

(1）結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称　北京好麦道餐飲管理有限公司

事業の内容　　　　　持ち帰り弁当類の販売

 

(2）企業結合日

2021年６月30日　第三者割当増資の引受

2021年８月31日　現物出資による出資金取得（デット・エクイティ・スワップ）

 

(3）企業結合の法的形式

　結合当事企業が実施する第三者割当増資の引受及び現物出資による出資金取得（デット・エクイティ・

スワップ）

 

(4）結合後企業の名称

　名称の変更はありません。

 

(5）その他取引の概要に関する事項

　同社の財務体質健全化、資金繰りを安定させると同時に再生計画の実行可能性を検証することを目的と

して、第三者割当増資の引受を行うとともに、当社の金銭債権を現物出資する方法により同社の増資を行

うものであります。

 

２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基

づき、共通支配下の取引等として処理しております。

 

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

(1）第三者割当増資

取得の対価　現金 73百万円（4,300千元）

取得原価 73百万円（4,300千元）

 

(2）現物出資

取得の対価　現物出資の対象となる債権の額面総額 30百万円

取得原価 30百万円
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
（自 2020年３月１日

至 2020年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2021年３月１日
至 2021年８月31日）

(1）１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損

失（△）
△44円24銭 55円41銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）（百万円）
△1,696 2,125

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益

又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

（百万円）

△1,696 2,125

普通株式の期中平均株式数（千株） 38,340 38,366

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 － 55円20銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（千株） － 142

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結

会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

　（注）　前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの

１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

 

２ 【その他】

2021年10月12日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

(イ）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,151百万円

(ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30円00銭

(ハ）支払請求権の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・・・・・・2021年11月８日

（注）2021年８月31日の最終の株主名簿に記載された株主に対し支払いを行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

2021年10月14日

株式会社プレナス

取締役会 御中

 

有限責任監査法人トーマツ

福岡事務所

 
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 野   澤      啓      印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 池   田      徹      印

 

監査人の結論

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社プレナ

スの2021年３月１日から2022年２月28日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年６月１日から2021年８月

31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年３月１日から2021年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書

及び注記について四半期レビューを行った。

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社プレナス及び連結子会社の2021年８月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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